喀痰吸引等研修（2号研修）実地研修の内容について
　平成23年6月の介護保険法の改正にともない、社会福祉士法・介護福祉士法の改正が行なわれ、平成24年度から介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員は一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることになりました。
　一定の研修とは、県の登録を受けた研修機関（社会福祉法人二王子会）で基本研修（50時間の講義受講後筆記試験に合格し演習（実技）にも合格）と、所属施設で行なう実地研修をいいます。
実地研修は、次の①～③プロセスで進められます。施設では、安全対策委員会などを設置して実施状況の把握、研修内容の見直しなどを定期的に行い、利用者様の安全確保に努めてまいります。
	①　利用者の同意
②　医師の指示書に基づいた計画書の作成
③　指導講師（医師・指導看護師）の指示・指導の下における研修の実施




■実地研修内容
	実施ケア等の内容
	実施回数
	到達目標

	たんの吸引

（咽頭手前迄）
	口腔内吸引
	10回以上
	介護職員が、指導看護師の指導を受けながら、利用者の心身の状態を正確に観察し、指導看護師と連携して医師に報告し、その指示に基づいて、痰の吸引を安全、安楽かつ効果的に実施できる。

	
	鼻腔内吸引
	20回以上
	

	経管栄養

（胃ろう・腸ろうの状態確認は医師又は看護職員が行なう）
	胃ろう又は腸ろう


	20回以上
	介護職員が、指導看護師の指導を受けながら、利用者の心身の状態を正確に観察し、指導看護師と連携して医師に報告し、その指示に基づいて、経管栄養を安全、安楽かつ効果的に実施できる。


